
特定非営利活動法人 NPO会計税務専門家ネットワーク 役員等報酬規程

(目 的)

第 1条  この規程は、特定非営利活動法人 NPO会計税務専門家ネットワークの役員の報酬

の支給の基準について定めることを目的とする。

(報酬及び費用の支給)

第 2条  この法人は、常勤及び非常勤にかかわらず、役員報酬は一切支給しない。ただし、

旅費等の実費は支給することができる。

(補則 )

第 3条  この規程の実施に関し必要な事項は、理事会が別に定める。

注)当 法人には従業員がおらず、採用の予定もないため、職員給与の支給に関する規程を

策定 していない。



書式第 17号 (法第 55条関係 )

特定非営利活動促進法第54条第2項第3号に定める事項を記載した書類

法人名 特定琲ゼオ1括動法人NPO会計税務専門家ネットワウ 事 業 年 度 平成Ю年 7月 1日～令和 1年 6月 Ю 日

1 資金に関する事項 に収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事呵

※ 丸数字は、特定非営利活動促進法第 54条第2項第3号に定める事項の詳細について規定している特定非営禾1括動イ眉営去施行規

則第32条第1項各号に対応しています。以下同じで―九。

な し

(1) 収益の源泉別の明細

(2) 借入金の明細

借
■
/ヽ 先 金   額

な し 円

円

円

円

円

＾
口 計 円

収 益 源 泉 の 内 訳 金   額

正会員会費

寄附金

出版事業収益

硼 [狩業収益

IT導入補助金

2,856,0(X)円

428,000円

333,267円

78,000円

312,000円

受取利息 10円

円

円

円

円

円

円

円

円

△
計 4007,277円

(3) その他



2 資産の譲渡等の内容に関する事項 [②資産の譲渡等に係る事業の料金 条件その他その内容に関するヨ厠

(1) 資産の譲渡に係る料金及び条件等

(2) 譲 渡 資 産 の 内 容 料 金 条  件  等

な し 円

円

円

円

円

円

円

円

円

(2)資産の貸付けに係る料金及び条件等

貸 付 資 産 の 内 容 料 金 条  件  等

な し 円

円

円

円

円

円

円

円

円

(3)役務の提供に係る料金及び条件等

役 務 の 提 供 の 内 容 料 金 条  件  等

な し

円

円

円

円

円

円

円



3 取引の内容に関する事項 [③次に掲げる取引先、取引金額その他その内容に関する事頁 イ 収益の生ずる取引及ひ費用の生

ずる取引のそれぞれについて、取引金額の最も多いものから順次その順位を付した場合におけるそれぞれ第一1日立から第コ1厠立まで

の取引 口 役員等との取引]

取引先の氏名等
譲 渡

年月日
譲 渡 価 格 譲渡資産の内容等

法人との

関  係
住所又は所在地

な し 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

(1)収益の生ずる取引の上位 5者

(2)費用の生ずる取引の上位 5者

(3)役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の親族等との取引

イ 資産の譲渡 (棚卸資産を含む。)

氏名又は名称 住所又は所在地 取引金額 取 引 内 容 等

312,000円 r導入補助金

259,200円 ハンドブック増刷印税

53,000円 出版物

50,000円 寄付金

45,000円 出版物

氏名又は名称 住所又は所在地 取引金額 取 引 内 容 等

1,377,654円 事務代行等委託費

673,920円 � 更新、維持費等

172,692円 WEBサイ ト管理費等

151,2(X)円 パンフレット伸裁

43,2∞ 円 レンタフレナーバー料



ロ 資産の貸付け (金銭の貸付けを含む。)

ハ 役務の提供 (施設の利用等を含t,。 )

取引先の氏名等
法人との

関  係
住所又は所在地

貸 付

年月日
対 価 の 額 譲渡資産の内容等

な し 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

取引先の氏名等
法人との

関  係
住所又は所在地

役務の提

;昨月日
対 価 の 額 役務提供の内容等

な し

円

円



4 寄附者に関する事項 [④寄付者 (役員、役員の親族等で、当該法人に対する寄附金の額の事業年度中の合計額が20万円以上で

あるものに限る。)の氏名並びにその割附金の額及び受領年月日]

氏 名 寄 附 金 額 受 領 年 月 日

な し 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

5 給与の総額等に関する事項 に給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事司

給 与 を 得 た 職 員 の 総 数 左 記 の 職 員 に 対 す る 給 与 総 額

0人 0円



支出年月日 支出先の名称 所 在 地 寄附の目的等 支出した寄付金額

な し
円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

〈
ロ 計 円

6 支出した寄附金に関する事項 [⑥支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日]

7 海外への送金等に関する事項 (その金額が200万円以下の場合に限る。)[C200万円以下の海外への送金又は

金銭の持出しを行った場合におけるその金額及び使途並びにその実施日]

実 施  日 使
本`
た● 金   額

な し
円

円

円

円

円

円

円

円

円

円



法人名 NPO会計税務専門家ネットワーク チェック欄

3運営組織及び経理に関して次に掲げる基準に適合していること

イ 役員の総数のうちに次の者の数の占める割合がそれぞれ3分の1以下であること

(1)役員及びその親族等

(2)特定の法人の役員又は使用人である者及びこれらの者の親族等
口 各社員の表決権が平等であること

ノ

ハ 会計について公認会計士又は監査法人の監査を受けていること、又は帳簿書類の備付け、取引の記

録及び帳簿書類の保存について青色申告法人に準じて行われていること
二 支出した金銭の費途が明らかでないものがある等の不適正な経理が行われていないこと

イ

(注 1)

(注 2)

各欄の人数等は、第3表付表1「役員の状況」から転記してください。

C吸ま引こついては、′N蜘点以下第2位を切り捨てた数値を記載してください。

ロ

項  目

区  分

役員数

最も人数が多

い「親族等」の

グループの人

数

割 合

(②÷⑥

最も人数が多い「特定の法

人の役員又は使用人であ

る者及びこれらの者の親

族等」のグノレ~プの人数

害」合

④―⑨

① ② ③ ④ ⑤

①
2018年 7月 1日 ～2019年 6月

30日 22´人、

⑮

◎

①

◎

①

申 請 時
人 人 % 人 %

各社員の表決権が平等である ③ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申請時

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

書式第7号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 3表 ) (初葉)

(注意事]D

・ 認定基準等チェック表 (第 3表)は、法第55条第1項に基づ〈書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時においても記載及び添

付する必要があります。その場合、上記口の記載の必要はありません。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載した事項について、

添付を省略することができます。

上記を証する書類の名称とその内容等



第3表 (次葉)

ハ

③l該当する項目をOで囲み、監査証明書又は第3表付表2「帳簿組織の状況」を添付してください。

項
曰

【 ④ ⑮ ◎ ③ ◎ ① 申請時

会計について公認会計士又は監査法人の監査を受け

ている

はい はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

帳簿書類の備付け、取引の記録及び限簿書類の保存

を青色申告法人に準じて行つている いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

項
曰

【 ◎ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申請時

費途が明らかでない支出がある、帳簿に虚偽の記

載がある等の不適正な経理の有無
有 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無



書式第 8号 (法第44条・51条・58条関係)

役 員 の 状 況 知 :赤計寸赤ユ

法人名
物∪惟杯,雌繊法人

NPO会計税務専醍家ネットワーク
④

ヽ
ノ

イ
ヽ ◎ ① ◎ 申 請 時

2人 人 人 人 人 人

0人 人 人 人 人 人

役 員 数

0人 人 人 人 人 人

役 員 の 内 訳

就 任 等 の 状 況

氏  名 住  所 職名 続柄等
④ ⑤ ◎ ① ◎ 申請時

就任・退任

年月日

脇 坂 誠 也

加 藤 俊 也

瀧谷 和 隆

成田 由加里

理事

理事

理事

理事

○

○

○

○

平成
"年

9

月13日潮■[

現任

平成 16年 5

月以日就任・

現任

平成 16年 5

月2日就任・

現任

平成 2年 9

月 8日 d確

'
現任

深谷 豊

理事

○

平成 '4年
9

月 8日就任・

現任

奥 田 よし子

理事

○

平成 18年 9

月 10日就任・

現任

馬場 利明

理事 平成 2年 9

月 8日就任・

現任

○

水口  岡1

理事 平成 16年 5

月2日就任・

現任

○

矢崎 芽生

理事 平成 2年 9

月 8日就任・

瘍静F

○

板倉 幸子

理事 平成以 年 9

月 8日 J准[

現任

○

中尾 さゆり

理事

○

平成 Z年 9

月 8日劇膿

現任



橋本 俊也

理事 平成 2年 9

月 8日就任・

現任

○

岩永 清滋

理事 平成 16年 5

月2日就缶

現任

○

持川 俊子

理事 平成 2年 9

月 8日潮ヒ[

現任

○

田村 ちひろ

理事 平成 2年 9

月 8日就饉

現任

○

白石 京子

理事 平成 2年 9

月 8日証■

現任

○

高橋 あづさ

理事 平成2鍋円月

3日 就任・現

任

○

内野 恵美

秋岡 安

理事 平成2鍋円月

3日 就任・現

任

○

中山 麻衣子

理事 平成 ∞年 9

月る日itt■

現任
○

川崎 清廣

理事 平成 ∞ 年 9

月%日就任・

現任

○

上原 優子

監事 平成 2年 9

月 8日就静

現任

○

○

(注意事項)

認定の有す崚朋暑)更新の申請に当たっては、法第55条第 11興こ辞X書類(役員報酬闘程等提出書類)1覇己載した事項について、添付を省

略するこ2」 で`きます。

「役員の
'閃

別 第B‐表付表1記載要領

1「役員の内言剛欄J親族等」則ま「特定の法人の役員測ま使用人である者及びこオらの者の親族等」のグループビどこ言書起́ます。

2「就任筆研力別の「①」力ち「◎」及て∬申請時F洛蔽は役員であった時期|ご○」を付します。

なお、当該「④」力ち「◎」については、認定基準等チェック表(身発表)のイに記載する各期間(「③」力ち「◎」)を示したものです。

3この表la3いて、「親族等」とは特定非営利活動法人の役員である次の者が該当します。

① 役員の配偶者及び三親等以内の親族

② 役員と婚姻の届出をしていなレ渤事実上婚姻関凩
=同

渤 事情にある者

③ 役員の使用人及び使用人以外の者で当該役員力ち瓢する金銭その他の財産によって生計を維鳳ジている者

④ ②又はC】こま副げ.る者¢)西副呂‐者||,してゞ:三菊孝事以、́

“

D菊読打でこオτらα)者と」5‐+を■こして■V5者

監事 平成 万 年 9

月 9日酬■

現任

4この表において、「特定の法人の役員又は使用人である者並びにこれらの者の親族等止は特定非営利活動法人の役員である次の者



法人名 NPO会計税務専門家ネットワーク

伝 票 又 は 帳 簿 名 左の帳簿等の形態 詞帳の時期 保存期間

総勘定元帳
会計ソフト (N―b∞ks)使用

ノ′―ズリーフ
週 1回 9年

仕訳日記帳

会計ソフ ト (N‐b∞ks)使用

ノレーズリーフ
週 1回 9年

固定資産台帳 エクセル 年 1回 9年

書式第9号 (法第44条・51条・58条関係)

帳 簿 組 織 の 状 況 第3表付表2

(記載要i詢

「伝票又は瞑諄名」欄は、例えば「入金伝票」、「出領 、「振割費馳 、「現金出納帳」、「総勘定元帳」などのように記載します。

「左の帳簿等の形態」欄は、「単票」、ウレーズリーフ」、「装丁帳簿」などのように記載します。
. 「記帳の時期」欄は、「随時」、「毎日」、「―週間ごと」のように記載します。
.認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第関条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載した内容に変更

がないときは、添付を省略することができます。



書式第10号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 4表 ) (初葉)

法人名 NPO会計税務専門家ネットワーク チェック欄

′

4 事業活動に関して次に掲げる基準に適合していること

イ 宗教活動又は政治活動等を行っていないこと

口 役員等に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益を与えないこと、役員等又は役員等が支配する法人と

当法人との間の資産の譲渡等に関して特別の利益を与えないこと、役員等に対し役員の選任その他当法人の財

産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと、及び営利を目的とした事業を行う者、上記イの

活動を行う者又は特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対し寄附を行わないこと

ハ 実績判定期間における事業費の総額のうち特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合が80%以上であ

ること

二 実績判定期間における受入寄附金総額の700/6以上を特定非営利活動の事業費に充てていること

イ

項 目 ③ ⑤ ◎ ① ◎ ① 申言罰寺

宗教の教義を広め、儀式を行い、及び信者を

教化育成する活動
有 ③ 有 4日: 有 。無 有 。無 有 。無 有 ・ 無 有 。無

政治上の主義を推進し、支持し、又はこれ こ

反対する活動
有 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無

特定の公職の候補者若しくは公職にある者

又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反

対する活動

有 ① 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無

ロ

項 目 ③ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申言
‐
訂寺

役員の職務の内容、職員に対する給与の支給の状況、当法人

とその活動内容及び事業規模が類似する他の法人の役員に

対する報酬の支給の状況等に照らして、当法人の役員に対す

る報酬の支給として過大と認められる報酬の支給その他役

員等に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益の供与

の有無

′
~ヽ

有・墜リ 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無

役員等又は役員等が支配する法人に対しその対価の額が当

該資産のその譲渡の時における価額に比して著しく過少と

認められる資産の譲渡その他役員等又は役員等が支配する

法人と当法人の間の資産の譲渡等に関して特■|」の利益の供

与の有無

⌒

有uリ 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無

役員等に対し役員の選任その他当法人の財産の運用及び事

業の運営に関して特別の禾1協塁の供与の有無
有③ 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無

営利を目的とした事業を行 う者及びイの活動を行う者又は

特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対する寄附の

有無

有 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無

③



書式第13号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 5表 )

法人名 NPO会計税務専門家ネットワーク チェック欄

ノ

5 次に掲げる書類について閲覧の請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除きこれをその事

務所において閲覧させること

イ 特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等、役員名簿及び定款等

口 各認定基準等に適合する旨及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類

ハ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

二 役員報酬又は職員給与の支給に関する規程

ホ 収益の明細その他の資金に関する事項、資産の譲渡等に関する事項、寄附金に関する事項その他一定の事項

等を記載した書類

へ 助成の実績並びに海外送金等の金額及び使途並びにその予定日を記載した書類

次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除きこれをそ

の事務所において閲覧させることに同意する。

※閲覧に関する細則 (祖 槻́員ID電Fがある場合に,よ その細則 (社内嚇狽!0等を添付してくださし、

同  意

しない

イ

① 事業報告書等 (事業報告書、財産目録、貸惜対照表、活動計算書、年間役員名簿、社員のうち10人以上の者の

氏名及び住所又は居所を記した書D
② 役員名簿

③ 定款等 (定款、認証書の写し、登記事項証明書の写D

ロ 各認定基準等に適合する旨を説明する書類、欠格事由に該当しない旨を説明する書類

寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程

ホ

次の事項を記載した書類

① 収益の源環』|」の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項

② 資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項

③ 次に掲げる取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する事項

・ 収益の生ずる取引及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の多い上位 5者との取引

・ 役員、社員、職員若しくは割附者又はこれらの者の酉]局者塔
:しくは三親等以内の親族又はこれらの者と特殊

の関係のある者との取引

④ 割附者 (役員、役員の配偶者若しくは三親等以内の親族又は役員と特殊の関係のある者で、当該法人に対する

寄附金の額の事業年度中の合計額が20万円以上であるものに限る。)の氏名並びにその割附金の額及ひ受領年月

日

⑤ 給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項

⑥ 支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日

⑦ 海外への送金又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額及び使途並びにその実施日

助成金の支給を行った場合に事後に所轄庁に提出した書類の写し



書式第 14号 (法第 44条・51条・58条関係 )

認定基準等チェック表  (第 6、 7、 8表 )

法人名 NPO会計税務専門家ネットワーク

認定基準等チェック表  (第 6表 )

認定基準等チェック表  (第 7表 )

認定基準等チェック表  (第 8表 )

8 申請書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後1年を超える期間が経過し

ていること

チェック欄

事業年度 月 日～  月  日 設立年月日

6 実績判定期間を含む各事業年度の特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等を同法第

29条の規定により所轄庁に提出していること

チェック欄

特定非営利活動促進法第 28条に規定する事業報告書等の所轄庁への提出の有無

④ ⑤ ◎ ③ ◎ ①

有 征
ハ 有 征

小 有 ・ 無 有 ・ 無 有 鉦
ヽ

有 ・ 無

7 法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの利

益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する事実がないこと

チェック‖嗣

′

法令に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの利益を得、又は得ようとした事実

その他公益に反する事実の有無

④ ⑤ ◎ ① ◎ ① 申 請 時

有
有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 征

ヽ

注・認定基準等チェック表 (第 7表)は、法第5条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書

'0の
提出時に記載及

び添付する必要があります。



書式第15号 (法第44条・51条・58条関係)

欠格事由チェック表

法人名
特定非営利活動法人 NPO会計税務専門家ネットワーク

たック欄

認定、仮認定又は認定の有効期間の更新の基準にかかわらず、次のいずれかの欠格事由に該当する法人
は認定、仮認定又は認定の有効期間の更新を受けることができません。
1 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある場合

イ 認定特定非営利活動法人が認定を取り消された場合又は仮認定特定非営利活動法人が仮認定を取り消された場

合において、その取消しの原因となった事実があつた日以前 1年内に当該認定特定非営利活動法人又は当該仮認定

特定非営利活動法人のその業務を行う理事であった者でその取消しの日から5年を経過しないもの
口 1禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しな
い者

ハ 特定非営利活動促進法若しくは暴力団員不当行為防止法に違反したことにより、若しくは刑法 204条等 C導鶉 1)

若しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律に違反したことによ

り、罰金刑に処せられ、その執行が終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
二 暴力団の構成員等 ∝事項2)

2 認定又は仮認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人
3 定款又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人
4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過しない法人 (認

定ヽ仮認定及び認定の 有効期間の百新の申詰時 | ま、 ら交付を受けた納税証明書「その4 l並びに

か に と ι

5 国税に係る重加算税又1脚也方税に係る重加算金を課された日から3年を経過しない法人
6 次のいずれかに該当する法人
イ 暴力団
口 暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人

定款又は事業計画1書の内容が法令等に違反している法人 は い ・

４

´ 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過

しない法人

は い

添付

書類

認定、仮認定又は認定の有効期間の更新の申請時に、=壺壁生こ係る所轄税務署長等 |から交付を受けた納税証明書

「その4」 並びに び市区
「

詳す長から交付を受けた滞納処分に係 ること

(注 1)そのILの事務所がある場合は、その他の事務所所在|の滞納処分に係る納税証明書も添付すること

(注 2)役員報酬規程等提出書には添付不要

国税に係る重力暉税又は地方税に係る重加算金を課された日から3年を経過しない法人 はい・(いか

次のいずれかこ該当する法人

暴力団 |まい・

暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人 はい(正憂)

役員のうち、次のいずれかに該当する者の有無

認定特定非営利活動法人が認定を取り消された場合又は仮認定特定非営利活動法人が仮認定を取

り消された場合において、その取消しの原因となった事実があつた日以前1年内に当該認定特定非

営利活動法人又は当該仮認定特定非営禾1括動法人のその業務を行う理事であった者でその取消し

の日から5年を経過しない者の有無

有 .イ■ヽ
マツ

禁鋼以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又はその執行を受けることがなくなった日から5

年を経過しない者の有無

有・(3

特定非営禾1括ヨ促進法若しくは暴力団員による不当行為防止法に違反したことにより、若しくは刑

法第2∝ 条等若しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関す

る法律に違反したことにより、罰金刑に処せられ、その執行が終わつた日又はその執行を受けるこ

とがなくなつた日から5年を経過しない者の有無

有

`[｀

ヽ
ヽノ

暴力団の構成員等の有無 有 ・ ⑬

は い ・ い い認定又は仮認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人

ノ


